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高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります ～令和７年４月１日～ 

  ６０歳到達時に比べて、賃金が７５％未満に低下して働き続ける６０歳以上６５歳未満の者

に支給されるのが「高年齢雇用継続給付」ですが、この給付率が令和７年４月１日から次のと

おり変更になります。 

【対象者】  

令和７年４月１日以降に高年齢雇用継続給付の受給要件を満たした者 

・６０歳に到達したとき（昭和４０年４月２日以降の生まれの者）又は 

・６０歳に到達時に被保険者であった期間が５年未満の者が、５年に達したとき 

  【給付率】 

各月に支払われた賃金の低下率 賃金に上乗せされる支給率 

６４％以下 各月に支払われた賃金額の１０％ 

 ６４％超７５％未満 
— 

１８３

２８０
 ×（６０歳到達時賃金額）＋ 

 
１３７．２５

２８０
 ×（各月に支払われた賃金額） 

 ７５％以上 不支給 

※ ６０歳到達時賃金額は、６０歳到達時に被保険者期間が５年未満の場合は、５年に達し

たときの賃金額となります。 

※ 令和７年３月３１日以前に高年齢雇用継続給付の受給要件を満たした者については、

支給率の変更はありません。 

 

健康保険の保険料率が改定されました ～令和７年３月１日～ 

協会けんぽ及び一部の健康保険組合の保険料率が改定されました。 

協会けんぽ東京支部の保険料率は、 

健康保険９．９１％（従前９．９８％）、介護保険１．５９％（従前１．６０％） 

令和７年３月中に支給される賞与については、新しい保険料率が適用になりますので、ご注

意ください。 

新しい保険料率及び各被保険者に係る保険料については、追ってご案内いたします。 

雇用保険料率が変更になります ～令和７年４月１日～ 

  令和７年度の雇用保険料率が以下のとおり変更になります。 

  令和７年４月以降の給与、賞与を計算される際は、ご注意ください。 

負担率 

事業の種類 
労働者負担 事業主負担 

保険料率 

（合計） 

一般の事業 ５．５／1000  ９．０／1000 １４．５／1000 

農林水産・清酒製造の事業 ６．５／1000 １０．０／1000 １６．５／1000 

建設の事業 ６．５／1000 １１．０／1000 １７．５／1000 
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改正育児・介護休業法施行 ～令和７年４月１日～ 

  令和７年４月１日から、改正育児・介護休業法が施行されます。 

主な内容は以下のとおりですが、法改正に伴い、就業規則、特に育児・介護休業規程の見直

しが必要になります。 

☆育児休業関係 

（１）子の看護休暇が「子の看護等休暇」になり、休暇の対象となる子の年齢が、小学校

就学前の子から「小学校３年生修了までの子」と変わり、取得可能な事由に①感染症

に伴う学級閉鎖等、②入園式、卒園式、入学式への参加などが追加されます。 

      また、労使協定により対象者から除外していた「継続雇用が６ヵ月未満の労働者」 

については、除外の対象とすることができなくなります。 

   （２）所定外労働の制限の対象が拡大され、３歳未満の子を養育する者から「小学校就学

前の子を養育する者」に変わります。 

（３）子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置として、短時間勤務制度のほ

か、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、フレックスタイム制などに「テレワーク」も追

加されます。 

（４）３歳未満の子を養育する労働者に対し、育児のためのテレワークを導入することが

努力義務となります。 

（５）育児休業取得状況の公表義務の対象が、労働者３００人超の企業に広がります。 

☆介護休業関係 

（１）介護休暇の対象者について、労使協定により除外していた「継続雇用が６ヵ月未満

の労働者」については、除外の対象とすることができなくなります。 

（２）家族の介護を必要とすることを申出た労働者に対し、介護休業制度や介護両立支援

制度等の個別の周知、意向確認を行わなければならなくなります。 

（３）４０歳になる労働者に対して、介護休業制度や介護両立支援制度等について、周知

しなければならなくなります。 

（４）仕事と介護の両立両立支援制度を利用しやすい相談窓口の設置など雇用環境整備を

しなければならなくなります。 

（５）家族を介護する労働者に対し、介護のためのテレワークを導入することが努力義務

となります。 

子の養育を支援するための新たな給付金 ～令和７年４月１日～ 

 ☆出生後休業支援給付金の創設 

夫婦が共に一定期間に１４日以上の育児休業（出生時育児休業）を取得する場合等に、

２８日を限度に、休業開始前賃金の１３％相当額を育児休業給付金（出生時育児休業給付

金）と併せて支給するものです。 

支給要件や配偶者がいない場合などの例外については、担当職員にお尋ねください。 

 ☆育児時短就業給付金の創設 

２歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃

金の１０％相当額を支給するものです。 

受給資格、支給要件がありますので、詳細については、担当職員にお尋ねください。 
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